
広報ますだ　令和 5　2023年　2月号  24

子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか？
◆支給対象者等

◆支給金額

◆給付金の支給手続き（申請が必要な場合）

給付金を受取るには、申請が必要な場合と不要な場合があります。
詳しくは、市ホームページでご確認ください。

対象児童1人につき　一律5万円

申請書に振込先口座などを記入のうえ、必要書類を添えて子ども福祉課の窓口に持参、または郵送で提出して
ください。
申請期限：2 月 28 日㈫ 17：00 まで　※郵送の場合は 2 月 28 日㈫必着
提�出�先：子ども福祉課　児童福祉係　（〒 698-0024　駅前町 17 番 1 号 EAGA1 階）

【問い合わせ先】市子ども福祉課　☎ 31-0243　 22-8833

ひとり親世帯以外 ▶ ひとり親世帯 ▶

申請が不要な対象者への給付金の振込みについて
 ・ひとり親世帯以外は、令和 4 年 7 月 28 日以降、順次振込みをしています。
 ・ひとり親世帯は、令和 4 年 7 月 15 日までに振込み済です。

マイナポイント予約等支援窓口を設置しています
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［設置場所］市役所本庁１階　総合案内横
［受付時間］平日 8：30 ～ 17：15
［問い合わせ先］マイナポイント予約等支援窓口
　　　　　　　　☎ 31-1065（直通）平日 8：30 ～ 17：15

　市役所 1 階に「マイナポイント予約等支援窓口」を設置して
いますのでご利用ください。また、お近くの郵便局やコンビニな
どに設置された「マイナポイント手続スポット」でも手続きがで
きます。 

　最大 20,000 円分のマイナポイントがもらえるマイナポイント第 2 弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限が、
令和 4 年 12 月末から令和 5 年 2 月末までに再延長されました。マイナンバーカードの交付は、申請から 2 カ月程度か
かります。また、マイナポイントの申請期限間際では、マイナンバーカードの交付窓口の混雑が予想されますので、早め
の申請をお願いします。なお、マイナポイントの申込期限については、2 月末までにカードを申請された方が適切にポイ
ント申込等ができるよう、今後あらためて公表される予定です。　　　　　　　　※令和 4 年 12 月 20 日現在の情報です。 

【問い合わせ先】
　○マイナンバー、マイナポイント事業に関すること……総務省　マイナンバー総合フリーダイヤル
 ☎ 0120-95-0178（土日祝含む 9：30 ～ 20：00）
　○マイナンバーカードの交付申請に関すること…………市市民課　☎ 31-0224（平日 8：30 ～ 17：15）
　○マイナポイントの予約・申込みに関すること…………市役所マイナポイント予約等支援窓口
 ☎ 31-1065（平日 8：30 ～ 17：15）

マイナポイント第 2 弾の対象となる
マイナンバーカードの申請期限は令和 5 年 2 月末までです！

再度のお知らせ


